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大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び

施設等整備状況調査結果について（令和２年度）

１．調査の目的

本調査は，「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成

１９年文部科学省告示第４１号）」（※１参照）及び「大学等設置に係る寄附行為（変更）

認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領（平成２９年１０月１６日大学設置

・学校法人審議会学校法人分科会長決定）」（※２参照）に基づき，大学等設置に係る寄

附行為（変更）認可時の附帯事項等が確実に履行されているかを確認し，あわせて学校

法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し，学校法人の健全な経営の確保

に必要な指導，助言を行うため実施している。

２．調査の内容・方法

調査は，※２の要領に基づき，大学等の設置が認可された学校法人に対して，原則と

して当該設置する大学等が完成年次に達するまでの間，毎年度，大学設置・学校法人審

議会学校法人分科会（別紙１）が実施している。

調査の内容は，①認可以降の意見等の履行状況，②施設・設備の年次計画の実施状況，

③経営の実態（役員の就任状況などの管理運営面，資産・収支状況などの財政面），に

ついて行っている。

調査の方法は，全ての調査対象学校法人（１４９法人）に対して書類調査を実施し，

そのうち，大学・短大新設等の場合で設置学部等が完成年次を迎えた学校法人である６

法人について実地調査を実施した。いずれの場合も問題点や課題等があった場合は指摘

事項として学校法人に通知し，改善を促すものとする。

３．令和２年度調査結果の概要

今回の調査の結果，一部指摘事項が付されたものがあるが，全体的には設置計画が着

実に履行されていた。今回の調査結果として各学校法人に付す指摘事項は別紙２のとお

りであり，調査内容ごとの調査結果の概要は以下のとおりである。

① 認可以降に付された意見に対する履行状況

各学校法人においては，認可以降に付された管理運営や財務等に関する意見に対し

て，その改善に取り組んでいることを確認したが，事案によっては改善状況が十分で

はないため，同じ内容について，継続して意見を付す事案が見られた。

② 施設・設備の年次計画の実施状況

概ね計画どおり履行されていたが，一部の学校法人で，施設・設備の整備計画に変

更が生じる場合において必要な手続きを行っていない事案が見られた。
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③ 経営の実態

管理運営面において，一部の学校法人で登記が遅延して行われている事案や，監事

が出席せずに理事会又は評議員会を開催する事案など，是正が必要な事案が見られた。

財務面においては，定員未充足や収支が継続してマイナスであることについて改善

が必要な事案が多く見られた。

なお，本調査において付される意見の定義は以下のとおりである。

（１）指摘事項（法令違反）：法令に抵触すると認められる事項があり，学校法人に必

要な措置をとることを求める事項。

（２）指摘事項（是 正）：管理運営上著しく不適切と認められる事項があり，学校

法人に早急な是正を求める事項。

（３）指摘事項（改 善）：寄附行為に基づいた運営がなされていない場合や，設置

計画に基づいた整備がなされていないと認められる事項

があり，学校法人に改善を求める事項。（認可時の附帯

事項及び指摘事項について，引き続き改善を求める場合

を含む。）

４．履行状況報告書の情報公開等
大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況

等を記載した報告書（以下，「履行状況報告書」という）を，学校法人として積極的に

公開することは大変意義がある。

また，設置認可と認証評価との連続性の確保が重要な課題であることから，各学校法

人におかれては，認証評価機関から履行状況報告書の提出を求められた際には積極的に

提供いただくことを期待したい。

なお，設置認可と認証評価の有機的な連携が図られるよう，各認証評価機関に対し，

本調査の結果を参考資料として送付することとしたい。

５．令和３年度の実施方針
調査対象については，これまでと同様に，大学等の設置等の認可後，当該学部等が完

成年次に達するまでの期間に該当する学校法人を対象とすることとしたい。調査方法等

については，大学設置・学校法人審議会学校法人分科会における審議等を踏まえ，更な

る内容の充実を図ることとしたい。



- 3 -

（参考）

※１

○学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準

（平成１９年文部科学省告示第４１号）（抄）

第６ その他

３ 文部科学大臣は，第１から第４までの規定に基づく認可に係る計画及び留意事項の

履行の状況及び学校法人の経営の実態を確認するため必要があると認めるときは，書

類，実地等による調査を実施すること。

※２

○大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領

（平成２９年１０月１６日学校法人分科会長決定）（抄）

１ 趣 旨

この調査は，寄附行為（変更）認可時の附帯事項（平成３０年度以前の開設に係る案

件については留意事項。以下同じ。）が確実に履行されているかを確認し，あわせて学

校法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し，学校法人の健全な経営の確

保に必要な指導，助言を行うため実施する。

２ 調査対象法人及び期間

（１）大学等の設置が認可された学校法人に対して，原則として当該設置する学部・

学科等が完成年次に達するまでの間に実施する。

ただし，昭和４５年度以降に新設された医学部又は歯学部を設置する学校法人

に対しては，当分の間新設後１０年間実施する。

なお，調査最終年度において，なお指摘事項が付されている場合，又は，学校

法人分科会が必要と判断した場合には，引き続き調査を実施することができる。

（２）その他，特に調査を要すると認められる学校法人に対し，必要が生じた都度実

施する。

３ 調査方法

調査は，書類調査，実地調査等の方法により，毎年度１回実施する。ただし，特別

の必要がある場合は必要に応じてその都度実施する。

４ 調査内容

（１）附帯事項等の履行状況

（２）施設・設備の年次計画の実施状況

（３）役員の就任状況

（４）事務組織の整備状況

（５）入学者の状況

（６）学校法人の資産及び収支の状況（借入金の状況，学生納付金及び寄附金の状況，

給与の支給状況等を含む。）

（７）その他（学校法人の管理運営状況等）
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（別紙２）

調査対象　１４９法人

法令違反 是正 改善

1 愛知淑徳学園 H29
学部の学
科増設

愛知淑徳大学
健康医療科学
部健康栄養学
科

特になし。 特になし。 学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

2 藍野大学 R2
専門職大
学新設

びわこリハビリ
テーション専門
職大学

リハビリテーショ
ン学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（びわこリハビリ
テーション専門職
大学　リハビリテー
ション学部理学療
法学科、作業療法
学科）

3 暁学園 R2
学部の学
科増設

四日市看護医
療大学

看護医療学部
臨床検査学科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（四日市看護医療
大学　看護医療学
部臨床検査学科）

4 赤門宏志学院 H30 短大新設
仙台赤門短期
大学

看護学科

特になし。 学年進行中に当初
の設置計画が大幅
に変更されている
ことから、速やかに
文部科学省と協議
するとともに、今
後、緊急かつやむ
を得ない事由によ
り計画の変更を行
う場合は、あらかじ
め文部科学省と協
議すること。

赤門鍼灸柔整専門
学校附属東洋医学
臨床治療所事業に
ついて、財務関係
書類上、部門を設
けて適切に表示す
ること。また、当該
事業について寄附
行為に規定するこ
と。

内部規程につい
て、改正私立学校
法及び寄附行為の
内容に対応してい
ないものがあること
から、適切に改め
ること。

教学監査を含む監
事監査について、
三様監査の趣旨を
踏まえた上で監査
を実施する等、充
実を図ること。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

5 朝日大学 H29
学部の学
科増設

朝日大学
保健医療学部
健康スポーツ科
学科

特になし。 特になし。 特になし。

学部・学科等名
指摘事項

令和２年度大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査意見

NO 学校法人名
開設
年度

区分 学校名
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

7 岩手医科大学 H29 学部増設 岩手医科大学 看護学部

特になし。 特になし。 負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（岩手医科大学 薬
学部薬学科）

8 大垣総合学園 R1 学部増設 岐阜協立大学 看護学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

9 大阪経済法律学園 H28 学部増設
大阪経済法科
大学

国際学部
特になし。 特になし。 特になし。

10 大阪歯科大学
H29

H30

学部増設

研究科増
設

大阪歯科大学

大阪歯科大学
大学院

医療保健学部

医療保健学研
究科（Ｍ）（Ｄ）

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（大阪歯科大学
医療保健学部口腔
工学科）

大学の設
置者変更

学部増設

学部増設

H28

H29

R1

医療創生大学6

理事長含む理事全
員が非常勤である
ことから、私立学校
法の趣旨を踏ま
え、学校法人として
機動的に意思決定
できる体制の整備
について検討する
こと。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（医療創生大学 心
理学部臨床心理学
科）

特になし。特になし。

理工学研究科
（Ｍ）（Ｄ）、人文
学研究科（Ｍ）
（Ｄ）、薬学部、
教養学部

看護学部

健康医療科学
部

医療創生大学

医療創生大学

医療創生大学
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

11 大阪成蹊学園 H30
大学院新
設

大阪成蹊大学
大学院

教育学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

12 大谷学園 R1
研究科増
設

大阪大谷大学
大学院

薬学研究科（Ｄ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

13 大手前学園

H28

R1

R2

学部増設

学部増設

短大の学
科増設

大手前大学

大手前大学

大手前短期大
学

健康栄養学部

国際看護学部

歯科衛生学科

特になし。 特になし。 特になし。

14 沖縄大学 R1 学部増設 沖縄大学 健康栄養学部
特になし。 特になし。 特になし。

15 開智学園 H29 学部増設 開智国際大学 教育学部
特になし。 特になし。 特になし。

16 学習院 H28 学部増設 学習院大学
国際社会科学
部

特になし。 特になし。 特になし。

17 加計学園

H28

H30

H30

学部増設

学部増設

研究科増
設

岡山理科大学

岡山理科大学

千葉科学大学
大学院

教育学部

獣医学部

看護研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（倉敷芸術科学大
学　生命科学部健
康科学科、生命科
学科、危機管理学
部危機管理学科、
千葉科学大学　危
機管理学部航空技
術危機管理学科、
動物危機管理学
科、岡山理科大学
理学部応用物理学
科、工学部生命医
療工学科）

18 片柳学園 R1
研究科増
設

東京工科大学
大学院

デザイン研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

19 金沢学院大学

H28

H30

H30

学部の学
科増設

短大の学
科設置

学部の学
科増設

金沢学院大学

金沢学院短期
大学

金沢学院大学

人間健康学部
健康栄養学科

幼児教育学科

文学部教育学
科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（金沢学院短期大
学 幼児教育学科）

20 関西医科大学
H30

H30

学部増設

研究科増
設

関西医科大学

関西医科大学
大学院

看護学部

看護学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 特になし。

21 関西金光学園 H30
研究科増
設

関西福祉大学
大学院

教育学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

22 岐阜済美学院 H29 学部増設 中部学院大学
スポーツ健康科
学部

特になし。 特になし。 特になし。

こども教育学部鈴鹿大学学部増設H29享栄学園23

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

未整備の規程を整
備すること。
 （情報公開に関す
る規程）

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（鈴鹿大学 こども
教育学部こども教
育学科、鈴鹿大学
短期大学部 生活
コミュニケーション
学科）

特になし。特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

25 京都育英館
H30

H30

大学院新
設

大学の設
置者変更

京都看護大学
大学院

苫小牧駒澤大
学

看護学研究科
（Ｍ）

国際文化学部

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（苫小牧駒澤大学
国際文化学部キャ
リア創造学科）

遠隔地に所在する
設置校の監査を適
切に実施すること。

26 京都外国語大学 H30 学部増設
京都外国語大
学

国際貢献学部

財務書類の備付け
が遅延して行われ
ていたことから、今
後は法令の規定に
基づき、所定の期
日までに行うこと。

特になし。 特になし。

27 京都産業大学
H29

R1

学部増設

研究科増
設

京都産業大学

京都産業大学
大学院

現代社会学部

京都文化学研
究科（通信教育
課程）（Ｍ）

特になし。 特になし。 独立監査人による
監査報告が決算確
定前の計算書類に
基づき実施されて
いるため、適切に
行うこと。

理事長含む理事全
員が非常勤である
ことから、私立学校
法の趣旨を踏ま
え、学校法人として
機動的に意思決定
できる体制の整備
について検討する
こと。

理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事会及び評
議員会が持ち回り
で行われたことか
ら、集会の形式に
より行うこと。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（日本保健医療大
学 保健医療学部
理学療法学科）

特になし。特になし。

保健医療学部
理学療法学科

日本保健医療
大学

学部の学
科増設

H29共済学院24
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

28 京都橘学園 H28
学部の学
科増設

京都橘大学
健康科学部救
急救命学科

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事長は事業
に関する中期的な
計画の変更の議決
において、あらかじ
め評議員会の意見
を求めること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

29 共立女子学園 R2 学部増設 共立女子大学 ビジネス学部
特になし。 特になし。 特になし。

30 久留米大学 H29 学部増設 久留米大学 人間健康学部

特になし。 特になし。 評議員会の委任状
について、白紙委
任ともとれる記載
があることから、そ
の在り方について
見直すこと。

負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

31 薫英学園 H28
学部の学
科増設

大阪人間科学
大学

人間科学部理
学療法学科

特になし。 特になし。 特になし。

32 群馬育英学園 H30 大学新設 育英大学 教育学部

特になし。 特になし。 監事監査について
は、財務監査のみ
ならず教学面の監
査も必要であること
を認識し、今後は
教学面の監査も行
うこと。

33 敬心学園 R2
組織変更
（専門職
大学）

東京保健医療
専門職大学

リハビリテーショ
ン学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（東京保健医療専
門職大学　リハビリ
テーション学部作
業療法学科）
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

34 健康科学大学 H28 学部増設 健康科学大学 看護学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（健康科学大学
健康科学部作業療
法学科、福祉心理
学科）

35

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

監事支援の事務体
制や内部監査組織
について、体制とし
て組織上、位置付
けるように整備す
ること。

特になし。特になし。

看護学部一宮研伸大学大学新設H29研伸学園
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

36 光星学院

H28

R1

学部の学
科増設

短大の学
科増設

八戸学院大学

八戸学院大学
短期大学部

健康医療学部
看護学科

介護福祉学科

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（八戸学院大学短
期大学部　介護福
祉学科）

37 高知学園
R1

R2

専門職大
学新設

大学新設

高知リハビリ
テーション専門
職大学

高知学園大学

リハビリテーショ
ン学部

健康科学部

特になし。 特になし。 特になし。

38 甲南女子学園 H30 学部増設 甲南女子大学 医療栄養学部 特になし。 特になし。 特になし。

39 国際医療福祉大学

H29

H30

H30

学部増設

学部増設

研究科増
設

国際医療福祉
大学

国際医療福祉
大学

国際医療福祉
大学大学院

医学部

赤坂心理・医療
福祉マネジメン
ト学部

医学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 特になし。

40 越原学園 R1 学部増設
名古屋女子大
学

健康科学部
特になし。 特になし。 特になし。

41 駒澤学園 H30 学部増設 駒沢女子大学 看護学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

42 相模女子大学 R2
研究科増
設

相模女子大学
大学院

社会起業研究
科（Ｐ）

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

44 佐藤栄学園 H29 学部増設 平成国際大学
スポーツ健康学
部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

45 三育学院 R2
大学院新
設

三育学院大学
大学院

看護学研究科
（Ｍ）

特になし。 内部監査につい
て、法人グループ
としての体制・仕組
みではなく、学校法
人としての体制・仕
組みを構築するこ
と。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。

理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事長は事業
に関する中期的な
計画の議決におい
て、あらかじめ評議
員会の意見を求め
ること。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（札幌大学女子短
期大学部　キャリア
デザイン学科、こど
も学科）

監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

こども学科
札幌大学女子
短期大学部

短大の学
科増設

R1札幌大学43
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

46 山陽学園 H30 学部増設 山陽学園大学
地域マネジメン
ト学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（山陽学園大学
地域マネジメント学
部地域マネジメント
学科）

47 至善館 H30 法人新設
大学院大学至
善館

イノベーション経
営学術院（Ｐ）

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事会・評議員
会をそれぞれ独立
して開催すること。

学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。

48 四天王寺学園
R1

R2

学部増設

研究科増
設

四天王寺大学

四天王寺大学
大学院

看護学部

看護学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

未整備の規程を整
備すること。
 （情報公開に関す
る規程）

49 四徳学園 R1 学部増設
長野保健医療
大学

看護学部
特になし。 特になし。 特になし。

50 修道学園 H29 学部増設 広島修道大学 健康科学部 特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

51 修文学院
H28

R2

学部増設

学部増設

修文大学

修文大学

看護学部

医療科学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（修文大学　健康
栄養学部管理栄養
学科、修文大学短
期学部　幼児教育
学科第一部）

財務情報等の公表
（ホームページへ
の掲載）について
速やかに対応する
こと。

特になし。 理事会及び評議員
会の委任状につい
て、白紙委任ともと
れる記載があるこ
とから、その在り方
について見直すこ
と。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。

未整備の規程を整
備すること。
 （役員退職金支給
規程）

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（秀明大学　看護
学部看護学科）

52 秀明学園 H29 学部増設 秀明大学 看護学部
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

53 淳心学園 H29 大学新設
北海道千歳リ
ハビリテーショ
ン大学

健康科学部

利益相反取引につ
いて、私立学校法
に基づき適切に手
続きを行うこと。

特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

「常務会」において
意思決定すること
としている理事会
からの委任事項に
ついて、その内容
が明確となるよう
規定等を整備する
こと。

54 純真学園 H30
大学院新
設

純真学園大学
大学院

保健医療学研
究科（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。

55 順天堂 R1 学部増設 順天堂大学 保健医療学部
特になし。 特になし。 特になし。

コミュニケーショ
ン文化学部子ど
も学科

松蔭大学
学部の学
科増設

H29松蔭学園56

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（松蔭大学　経営
文化学部経営法学
科、コミュニケー
ション文化学部異
文化コミュニケー
ション学科、生活心
理学科、日本文化
コミュニケーション
学科、子ども学科、
観光メディア文化
学部観光文化学
科、メディア情報文
化学科）

特になし。特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

57 城西大学 H28
学部の学
科増設

城西国際大学
福祉総合学部
理学療法学科

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・決算を理事会に
て議決し、評議員
会において報告す
ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（城西国際大学
福祉総合学部福祉
総合学科）

58 常翔学園
R2

R2

学部増設

学部増設

摂南大学

広島国際大学

農学部

健康スポーツ学
部

財務書類等の備付
けが遅延して行わ
れていたことから、
今後は法令の規定
に基づき、所定の
期日までに行うこ
と。

特になし。 監事監査について
は、財務監査のみ
ならず教学面の監
査も必要であること
を認識し、今後は
教学面の監査も行
うこと。

59 湘南ふれあい学園 R1
大学院新
設

湘南医療大学
大学院

保健医療学研
究科（Ｍ）

特になし。 特になし。 理事及び評議員の
構成がふれあいグ
ループ関係者に
偏っていることか
ら、その構成につ
いて見直すこと。

60 常陽学園 H28
学部の学
科増設

東京医療学院
大学

保健医療学部
看護学科

財務情報等の公表
（ホームページへ
の掲載）について
速やかに対応する
こと。

特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

61 神野学園 R2 学部増設
岐阜医療科学
大学

薬学部
特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

62 須賀学園 R1
短大の学
科増設

宇都宮短期大
学

食物栄養学科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（宇都宮共和大学
子ども生活学部子
ども生活学科、宇
都宮短期大学　音
楽科、人間福祉学
科）

63 駿河台大学 R2 学部増設 駿河台大学 スポーツ科学部 特になし。 特になし。 特になし。

64 青淵学園
H30

R1

学部増設

学部の学
科増設

東都大学

東都大学

管理栄養学部

幕張ヒューマン
ケア学部理学療
法学科

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（東都大学　管理
栄養学部管理栄養
学科）

65 聖カタリナ学園 H29
学部の学
科増設

聖カタリナ大学
人間健康福祉
学部看護学科

特になし。 特になし。 資産総額の変更登
記が遅延して行わ
れていたことから、
今後は寄附行為の
規定に基づき、所
定の期日までに行
うこと。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（聖カタリナ大学
人間健康福祉学部
社会福祉学科）

66 清泉女学院 R1 学部増設
清泉女学院大
学

看護学部
特になし。 特になし。 特になし。

67 瀬木学園 H30
短大の学
科増設

愛知みずほ短
期大学

現代幼児教育
学科

特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

68 相愛学園 H30
大学院新
設

相愛大学大学
院

音楽研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

69 創志学園
H28

H29

学部増設

短大の学
科増設

環太平洋大学

東京経営短期
大学

経営学部

こども教育学科

特になし。 特になし。 特になし。

71 大正大学 H28 学部増設 大正大学 地域創生学部
特になし。 特になし。 特になし。

72 大東文化学園 H30
学部の学
科増設

大東文化大学
スポーツ・健康
科学部看護学
科

特になし。 特になし。 理事が欠員となっ
ていることから、予
定どおり補充する
こと。

評議員会の委任状
について、白紙委
任ともとれる記載
があることから、そ
の在り方について
見直すこと。

スポーツプロ
モーション学部
（通学課程）

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事長は事業
に関する中期的な
計画の議決におい
て、あらかじめ評議
員会の意見を求め
ること。

独立監査人による
監査報告が決算確
定前の計算書類に
基づき実施されて
いるため、適切に
行うこと。

学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

70 タイケン学園 H30 学部増設
日本ウェルネ
ススポーツ大
学
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

73 高木学園 R1 組織変更
福岡国際医療
福祉大学

医療学部

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 特になし。

74 高崎健康福祉大学 R1 学部増設
高崎健康福祉
大学

農学部
特になし。 特になし。 特になし。

75 玉手山学園 H28 学部増設
関西福祉科学
大学

教育学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（関西女子短期大
学　保育学科）

76 中央学院 H29 学部増設 中央学院大学 現代教養学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

77 中京学院 R2
法人新設
（設置者
変更）

中京学院大学
中京学院大学
短期大学部

経営学部、看護
学部
健康栄養学科、
保育科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（中京学院大学短
期大学部　保育
科）

78 調布学園 R1 学部増設
田園調布学園
大学

人間科学部
特になし。 特になし。 特になし。

79 筑波学院大学 R1

法人新設
（大学の
設置者変
更）

筑波学院大学 経営情報学部

特になし。 特になし。 特になし。

80 津田塾大学 H29 学部増設 津田塾大学 総合政策学部 特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

81 都築学園
R2

R2

学部増設

大学院新
設

第一薬科大学

日本薬科大学
大学院

看護学部

薬学研究科（Ｄ）

特になし。 学年進行中に当初
の設置計画が大幅
に変更されている
ことから、速やかに
文部科学省と協議
するとともに、今
後、緊急かつやむ
を得ない事由によ
り計画の変更を行
う場合は、あらかじ
め文部科学省と協
議すること。
（第一薬科大学
看護学部）

学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。
（日本薬科大学大
学院　薬学研究
科）

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（第一薬科大学
薬学部漢方薬学
科、神戸医療福祉
大学　人間社会学
部社会福祉学科）

82 都築第一学園 R1
大学院新
設

横浜薬科大学
大学院

薬学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

財務書類の備付け
が遅延して行われ
ていたことから、今
後は法令の規定に
基づき、所定の期
日までに行うこと。

特になし。 学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

83 帝京科学大学
H28

H30

学部の学
科増設

研究科増
設

帝京科学大学

帝京科学大学
大学院

医療科学部医
療福祉学科

医療科学研究
科（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。

84 鉄蕉館 R1
大学院新
設

亀田医療大学
大学院

看護学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。

85 電子学園 R2
組織変更
（専門職
大学）

情報経営イノ
ベーション専門
職大学

情報経営イノ
ベーション学部

財務書類の備付け
が遅延して行われ
ていたことから、今
後は法令の規定に
基づき、所定の期
日までに行うこと。

事業に関する中期
的な計画が作成さ
れていないことか
ら、速やかに対応
すること。

特になし。 評議員の構成が法
人関係者に偏って
いることから、その
構成について見直
すこと。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

86 東京歯科大学 H29 短大新設
東京歯科大学
短期大学

歯科衛生学科

特になし。 監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

特になし。

87 東京聖徳学園 H30
研究科増
設

聖徳大学大学
院

看護学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（聖徳大学　児童
学部児童学科、音
楽学部音楽学科、
聖徳大学短期大学
部　保育科第二
部）

88 東京農業大学 H29 学部増設 東京情報大学 看護学部
特になし。 特になし。 特になし。

89 同志社 H30
研究科増
設

同志社女子大
学大学院

看護学研究科
（Ｍ）

財務書類の備付け
が遅延して行われ
ていたことから、今
後は法令の規定に
基づき、所定の期
日までに行うこと。

特になし。 特になし。

90 桐朋学園 H29
大学院新
設

桐朋学園大学
大学院

音楽研究科
（Ｍ） （Ｄ）

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事長は事業
に関する中期的な
計画の議決におい
て、あらかじめ評議
員会の意見を求め
ること。

寄附金について、
募集要項等に任意
である旨が明記さ
れていないことか
ら、改善すること。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

91 東北医科薬科大学 H28 学部増設
東北医科薬科
大学

医学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（東北医科薬科大
学　薬学部生命薬
科学科）

93 常磐大学 H30 学部増設 常磐大学 看護学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

94 徳洲会 R2
法人新設
（大学等
新設）

湘南鎌倉医療
大学

看護学部

特になし。 特になし。 負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

理事及び評議員が
欠員となっているこ
とから、予定どおり
補充すること。

理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・決算を理事会に
て議決し、評議員
会において報告す
ること。
　・理事長は事業
に関する中期的な
計画の議決におい
て、あらかじめ評議
員会の意見を求め
ること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

特になし。特になし。

文学部教育学
科

東北学院大学
学部の学
科増設

H30東北学院92
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

95 獨協学園 H28 学部増設 姫路獨協大学 看護学部

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 負債率が高いこと
から、負債につい
て計画どおり償還
し、負債額の減少
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（姫路獨協大学
人間社会学群国際
言語文化学類、現
代法律学類、産業
経営学類、医療保
健学部作業療法学
科、臨床工学科、
薬学部医療薬学
科）

96 豊田学園 R1 大学新設 岐阜保健大学 看護学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（岐阜保健大学短
期大学部　リハビリ
テーション学科）

97 中西学園 H30 学部増設
名古屋学芸大
学

看護学部
特になし。 特になし。 特になし。

98 永原学園 H30 学部増設 西九州大学 看護学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（西九州大学　健
康福祉学部社会福
祉学科）

99 中村産業学園 H30 学部増設 九州産業大学 人間科学部 特になし。 特になし。 特になし。

100 永守学園
R2

R2

学部増設

研究科増
設

京都先端科学
大学

京都先端科学
大学大学院

工学部

工学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（京都先端科学大
学　バイオ環境学
部食農学科、工学
部機械電気システ
ム工学科）

101 奈良学園
H30

R1

大学院新
設

学部の学
科
増設

奈良学園大学
大学院

奈良学園大学

看護学研究科
（Ｍ）

保健医療学部
リハビリテーショ
ン学科

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

102 南山学園 R1
研究科増
設

南山大学大学
院

法学研究科
（Ｍ）
（Ｄ）

特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

103 新潟総合学院 R2
組織変更
（専門職
大学）

開志専門職大
学

事業創造学部、
情報学部

特になし。 特になし。 理事の構成が特定
の学校法人関係者
に偏っていることか
ら、その構成につ
いて見直すこと。

学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。

監事監査について
は、財務監査のみ
ならず教学面の監
査も必要であること
を認識し、今後は
教学面の監査も行
うこと。

104 新潟総合学園 H30 大学新設
新潟食料農業
大学

食料産業学部

評議員数が理事数
の２倍を超えてい
ないことから、速や
かに是正すること。

特になし。 評議員が欠員と
なっていることか
ら、速やかに補充
すること。

105 西大和学園
H28

R2

学部増設

学部増設

大和大学

大和大学

政治経済学部

理工学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

106 新田塚学園 H29 大学新設 福井医療大学 保健医療学部

役員に対する報酬
等の支給の基準の
ホームページへの
掲載について速や
かに対応すること。

内部監査につい
て、法人グループ
としての体制・仕組
みではなく、学校法
人としての体制・仕
組みを構築するこ
と。

役員報酬規程と計
上されている役員
報酬額に乖離が見
られることから、整
合性を図ること。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
が当初認可時計画
と比べて大きくマイ
ナスの状態で継続
しており、収支の均
衡を前提とした中
長期的な財政計画
を策定し、実行に
向けて法人全体で
周知徹底するな
ど、経営基盤の安
定確保を図ること。

107 日通学園 H29
学部の学
科増設

流通経済大学

スポーツ健康科
学部スポーツコ
ミュニケーション
学科

特になし。 監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

特になし。

108 二戸学園 H29 大学新設
岩手保健医療
大学

看護学部

特になし。 学年進行中に当初
の設置計画が大幅
に変更されている
ことから、速やかに
文部科学省と協議
するとともに、今
後、緊急かつやむ
を得ない事由によ
り計画の変更を行
う場合は、あらかじ
め文部科学省と協
議すること。

岩手保健医療大学
を安定して運営し
ていくにあたり、今
後の展望や方針を
法人内において共
有、具現化していく
方策を検討し、実
行すること。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画を
具体的に策定し、
法人内に周知徹底
したうえで実行する
など、経営基盤の
安定確保を図るこ
と。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

109 日本医療大学
H27

H28

学部の学
科増設

学部の学
科増設

日本医療大学

日本医療大学

保健医療学部リ
ハビリテーション
学科

保健医療学部
診療放射線学
科

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 評議員の構成が法
人関係者に偏って
いることから、その
構成について見直
すこと。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

110 日本教育財団

H30

R1

R2

組織変更

専門職大
学新設

専門職大
学新設

東京通信大学

国際ファッショ
ン専門職大学

東京国際工科
専門職大学

情報マネジメン
ト学部、人間福
祉学部

国際ファッション
学部

工科学部

特になし。 特になし。 評議員の構成が法
人関係者に偏って
いることから、その
構成について見直
すこと。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

111 日本体育大学
H29

H30

研究科増
設

研究科増
設

日本体育大学
大学院

日本体育大学
大学院

教育学研究科
（Ｍ） （Ｄ）

保健医療学研
究科（Ｍ）

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 特になし。

112 日本福祉大学
H29

R2

学部増設

研究科増
設

日本福祉大学

日本福祉大学
大学院

スポーツ科学部

看護学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

113 二本松学院 R2
大学院新
設

京都美術工芸
大学大学院

工芸学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

114 ノートルダム女学院 H29 学部増設
京都ノートルダ
ム女子大学

現代人間学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

115 東日本学園 R1 学部増設
北海道医療大
学

医療技術学部

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（北海道医療大学
看護福祉学部臨床
福祉学科）

116 廣池学園 H30
研究科増
設

麗澤大学大学
院

学校教育研究
科(M)

特になし。 特になし。 特になし。

117 広島文化学園 H30 学部増設
広島文化学園
大学

人間健康学部

特になし。 監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

118 福岡学園 H29 大学新設 福岡看護大学 看護学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

119 福原学園 H30
大学院新
設

九州共立大学
大学院

スポーツ学研究
科（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。

120 藤田学院 R1
研究科増
設

鳥取看護大学
大学院

看護学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

121 古沢学園 H30
大学院新
設

広島都市学園
大学大学院

保健学研究科
（Ｍ）

代表権の登記が遅
延して行われてい
たことから、今後は
法令の規定に基づ
き、所定の期日ま
でに行うこと。

特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（広島都市学園大
学　子ども教育学
部子ども教育学
科）
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

122 朴沢学園 H29
学部の学
科増設

仙台大学
体育学部子ども
運動教育学科

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事会・評議員
会をそれぞれ独立
して開催すること。

123 北杜学園 R1
短大の学
科増設

仙台青葉学院
短期大学

現代英語学科

特になし。 特になし。 学生生徒等納付金
に対する教育活動
支出の割合が同系
統の大学等を設置
する学校法人に比
べて低いことから、
同納付金の学生へ
の還元を図ること。

124 北陸大学 H29 学部増設 北陸大学 医療保健学部

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（北陸大学　薬学
部薬学科）

125 北海道科学大学
H30

H30

学部増設

研究科増
設

北海道科学大
学

北海道科学大
学大学院

薬学部

薬学研究科
保健医療学研
究科（Ｍ）

特になし。 特になし。 未整備の規程を整
備すること。
 （情報公開に関す
る規程）

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（北海道科学大学
保健医療学部義肢
装具学科）

126 松山大学 R2
研究科増
設

松山大学大学
院

法学研究科
（Ｍ）

特になし。 特になし。 特になし。

127 松商学園 H29 学部増設 松本大学 教育学部

特になし。 特になし。 経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。

128 宮城学院 H28 学部増設
宮城学院女子
大学

現代ビジネス学
部

特になし。 特になし。 理事が欠員となっ
ていることから、予
定どおり補充する
こと。

129 武庫川学院 R2 学部増設
武庫川女子大
学

経営学部
特になし。 特になし。 特になし。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

130 睦学園 R2
研究科増
設

兵庫大学大学
院

看護学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

財務状況に関する
複数の比率の推移
が近年悪化傾向に
あることから、経営
基盤の安定確保を
図ること。

131 村上学園 H30
短大の学
科増設

東大阪大学短
期大学部

介護福祉学科

財務書類等の備付
けが遅延して行わ
れていたことから、
今後は法令の規定
に基づき、所定の
期日までに行うこ
と。

特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（東大阪大学短期
大学部　実践食物
学科、実践保育学
科）

132 明海大学 R1 学部増設 明海大学 保健医療学部 特になし。 特になし。 特になし。

133 目白学園
H30

R1

学部増設

短大の学
科増設

目白大学

目白大学短期
大学部

メディア学部

歯科衛生学科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（目白大学短期大
学部　歯科衛生学
科）

134 本山学園 R2
組織変更
（専門職
大学）

岡山医療専門
職大学

健康科学部

資産総額の変更登
記が遅延して行わ
れていたことから、
今後は法令の規定
に基づき、所定の
期日までに行うこ
と。

特になし。 独立監査人による
監査報告が決算確
定前の計算書類に
基づき実施されて
いるため、適切に
行うこと。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（岡山医療専門職
大学　健康科学部
理学療法学科、作
業療法学科）
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

135 桃山学院 H30
大学の設
置者変更

桃山学院教育
大学

人間教育学部
特になし。 特になし。 特になし。

136 安田学園 H30
研究科増
設

安田女子大学
大学院

看護学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

事業に関する中期
的な計画が作成さ
れていないことか
ら、速やかに対応
すること。

特になし。 特になし。

137 ヤマザキ学園 R1
専門職短
期大学新
設

ヤマザキ動物
看護専門職短
期大学

動物トータルケ
ア学科

特になし。 特になし。 特になし。

138 山梨学院 H28 学部増設 山梨学院大学 スポーツ科学部

特になし。 監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

評議員の構成が法
人関係者に偏って
いることから、その
構成について見直
すこと。

近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（山梨学院大学
国際リベラルアー
ツ学部国際リベラ
ルアーツ学科）

139 悠久崇徳学園 R1 組織変更 長岡崇徳大学 看護学部

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・決算を理事会に
て議決し、評議員
会において報告す
ること。

理事会及び評議員
会の委任状につい
て、白紙委任ともと
れる記載があるこ
とから、その在り方
について見直すこ
と。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（長岡崇徳大学
看護学部看護学
科）
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

140 行吉学園 R1
研究科増
設

神戸女子大学
大学院

看護学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 監事の出席してい
ない理事会がある
ことから、私立学校
法に定める監事の
職務を認識し、今
後は監事出席の上
で開催すること。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（神戸女子短期大
学　食物栄養学
科）

141 吉田学園 H29
学部の学
科増設

札幌保健医療
大学

保健医療学部
栄養学科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（札幌保健医療大
学　保健医療学部
栄養学科）

142 立命館 H30 学部の学
科の増設

立命館大学

国際関係学部
アメリカン大学・
立命館大学国
際連携学科

特になし。 特になし。 今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（立命館大学　国
際関係学部アメリ
カン大学・立命館
大学国際連携学
科、グローバル教
養学部グローバル
教養学科）

143 龍谷大学 H30
研究科増
設

龍谷大学大学
院

農学研究科
（Ｍ）（Ｄ）

特になし。 特になし。 理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・理事会及び評
議員会が持ち回り
で行われたことか
ら、集会の形式に
より行うこと。

経常収入に対する
教育研究経費の割
合が同系統の大学
等を設置する学校
法人に比べ低く、
また、近年この割
合が低下傾向にあ
ることから、教育研
究条件の充実向上
を図ること。
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法令違反 是正 改善
学部・学科等名

指摘事項
NO 学校法人名

開設
年度

区分 学校名

144 柳城学院 R2 大学新設
名古屋柳城女
子大学

こども学部

特になし。 特になし。 評議員会の運営に
関し、以下の事項
について適切に行
うこと。
　・評議員会が持ち
回りで行われたこ
とから、集会の形
式により行うこと。

今後の定員充足の
在り方について検
討し、定員未充足
の改善に取り組む
こと。
（名古屋柳城女子
大学　こども学部こ
ども学科）

145 和歌山信愛女学院 R1 大学新設
和歌山信愛大
学

教育学部
特になし。 特になし。 特になし。

146 渡辺学園 H30
学部の学
科増設

東京家政大学
健康科学部リハ
ビリテーション学
科

特になし。 特になし。 学年進行中に当初
の設置計画が変更
されていることか
ら、速やかに文部
科学省と協議する
とともに、今後、緊
急かつやむを得な
い事由により計画
の変更を行う場合
は、あらかじめ文
部科学省と協議す
ること。

147 和洋学園 H30 学部増設 和洋女子大学 看護学部

特になし。 特になし。 近年、基本金組入
前当年度収支差額
がマイナスの状態
で継続していること
から、収支の均衡
を前提とした中長
期的な財政計画の
策定・実行など、経
営基盤の安定確保
を図ること。

148 濱名山手学院 R2
大学の学
部の設置
者変更

関西国際大学 現代社会学部
特になし。 特になし。 特になし。

149 武蔵野大学 R1
研究科増
設

武蔵野大学大
学院

工学研究科
（Ｍ）

特になし。 監事の出席してい
ない理事会及び評
議員会があること
から、私立学校法
に定める監事の職
務を認識し、今後
は監事出席の上で
開催すること。

理事会及び評議員
会の運営に関し、
以下の事項につい
て適切に行うこと。
　・決算を理事会に
て議決し、評議員
会において報告す
ること。
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